
１　全体の状況

　　　

２　市町村別の状況 （令和８年４月１日現在）

移譲数 法改正対応等

盛 岡 市 0 349

宮 古 市 0 490

大 船 渡 市 0 383

花 巻 市 0 1,020

北 上 市 0 389

久 慈 市 0 247

遠 野 市 5 5 350 児童福祉法に係る事務の移譲

一 関 市 5 5 784 児童福祉法に係る事務の移譲

陸 前 高 田 市 5 5 264 児童福祉法に係る事務の移譲

釜 石 市 5 5 314 児童福祉法に係る事務の移譲

二 戸 市 5 5 266 児童福祉法に係る事務の移譲

八 幡 平 市 0 179

奥 州 市 0 766

滝 沢 市 0 221

雫 石 町 5 5 296 児童福祉法に係る事務の移譲

葛 巻 町 0 268

岩 手 町 0 151

紫 波 町 0 175

矢 巾 町 0 226

西 和 賀 町 2 2 440 農地中間管理事業の推進に関する法律に係る事務の移譲

金 ケ 崎 町 0 317

平 泉 町 0 165

住 田 町 0 94

大 槌 町 0 189

山 田 町 0 169

岩 泉 町 0 181

田 野 畑 村 2 2 123 農地中間管理事業の推進に関する法律に係る事務の移譲

普 代 村 0 237

軽 米 町 0 185

野 田 村 5 5 195 児童福祉法に係る事務の移譲

九 戸 村 0 176

洋 野 町 0 174

一 戸 町 0 207

合　　計 39 0 39 9,990

令和８年４月１日現在における市町村への権限移譲の状況について

市町村名
令和7.4.2～令和8.4.1までの事務移譲等

合計 主な事務移譲等の内容

◆ 県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例に基づき、権限移譲

◆ 新たな移譲事務数（R7.4.2～R8.4.1） ９市町村に対して、５項目、39事務 ※新規法令なし
※ 法 令 ＝ 法律、政令、省令、県条例、県規則
項 目 ＝ 法令条項数
事務数＝ 法令条項数×市町村数

◆ R8.4.1現在における移譲事務合計 118法令 ・ 1,430項目 ・ 9,990事務

（R7.4.1現在 118法令 ・ 1,425項目 ・ 9,951事務）
※ 増減理由
権限移譲 ５項目 39事務（下表） ※新規法令なし


